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室蘭地区工業用水道管理事務所
〒059-0022 登別市川上町308-60　TEL／0143-85-2821　FAX／0143-88-0988
苫小牧地区工業用水道管理事務所
〒053-0056 苫小牧市あけぼの町5-1-1　TEL／0144-55-2788　FAX／0144-55-2790
石狩湾新港地域工業用水道管理事務所（工業用水道課内）
〒060-8588 札幌市中央区北3条西7丁目道庁別館10階
TEL／（代表）011-231-4111（内線32-783）　FAX／011-251-3520

【企業インタビュー】
株式会社マテック 様

【工業用水ピックアップ情報】
石狩湾新港地域工業用水道施設見学会のお知らせ
石狩湾新港地域工業用水道改修事業が始まります
北洋銀行ものづくりサステナフェア 2025 へ初出展
工業用水のＰＲ・情報発信
５月に実施した水質検査の結果をお知らせします
各地区（地域）施設の概要
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 ※1 給水開始前の水量は含まれていません。　※2 これまで本紙インタビューにご協力いただいた企業様を掲載しています。 

表紙の撮影場所
北海道庁旧本庁舎

（赤れんが庁舎）施 設 名

所　　管

給水区域

給水開始
給水能力（㎥/日）

契約水量（㎥/日）※1

未契約水量（㎥/日）
受水企業数

主な受水企業様※2

室蘭地区工業用水道 石狩湾新港地域工業用水道

石狩湾新港地域
工業用水道管理事務所

小樽市・石狩市の新港地域内
札幌市リサイクル団地の区域
札幌市北区篠路町福移の一部

室蘭地区
工業用水道管理事務所

室蘭市
登別市

昭和42年11月
115,000
102,760
12,240

8社
ENEOSバイオマスパワー室蘭合同会社

日本製鋼所M&E㈱
日本製鉄㈱

平成11年4月
12,000
4,241
7,759
33社

㈱マテック
㈱エース

イオン北海道㈱

200,000
152,190
47,810
40社

合同酒精㈱
JX金属苫小牧ケミカル㈱
トヨタ自動車北海道㈱

第一施設 第二施設

苫小牧市
厚真町

安平町（一部）
昭和45年4月 昭和54年4月

苫小牧地区工業用水道

苫小牧地区工業用水道管理事務所

【各地区（地域）施設の概要】 令和７年7月３1日現在

 ※1 給水開始前の水量は含まれていません。　※2 これまで本紙インタビューにご協力いただいた企業様を掲載しています。 

石狩湾新港地域 室蘭地区苫小牧地区

第30号
2025年

　北海道及び北海道企業誘致推進会議主催による
「北海道企業立地セミナー」に参加、地元企業様との
情報交換や工業用水ＰＲを行ってきました。
・名古屋市（2月6日、111名
（うちオンライン43名）参加）
・大阪市（2月13日、110名
（うちオンライン42名）参加）

　企業局では、道営工業用水道事業に親しんでいただけるよう、現在は２種類のカードを配布
しています。ご希望の方は、事前にウェブページをご確認の上、配布場所にお越しください。

おかげさまで創刊30号となりましたので、
表紙は北海道を代表する歴史的建造物で
あり観光スポットでもある赤れんが庁舎に
いたしました。
赤れんが庁舎は北海道命名150年を契機
とした令和の大改修が終了し、7月25日に
リニューアルオープンしました。

　工業用水道事業の受水企業・地元自治体・関係機関のみなさまと、情報共有を図るとともに事業に対するご意見などをいただく場として、地区・地
域ごとに意見交換を開催しています。令和6年度は、令和7年2月7日（金）に苫小牧地区、12日（水）に石狩湾新港地域、20日（木）には室蘭地区で開催
し、3会場合わせ、多くの受水企業様にご出席い
ただきました。 企業局から工業用水道事業の運
営状況、改修事業などについて説明し、その後、受
水企業様からもご質問があり、活発な質疑応答
が行われました。

北海道企業立地セミナー２０２５へ
参加しました

「幌別ダムカード」・「石狩工水カード」を引き続き配布しています

工業用水道意見交換会を開催しました

「幌別ダムカード」の
ページ

「石狩工水カード」の
ぺージ

工業用水のPR・情報発信

※「北海道営工業用水道供給規程」での「水素イオン濃度」「濁度」「水温」の基準
　水素イオン濃度：pH6.0 ～ 8.0、濁度：15 度以下、水温：25℃以下
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室蘭地区

苫小牧地区
第一施設

苫小牧地区
第二施設

石狩湾
新港地域

令和７年５月
（春期）

令和７年２月
（冬期）

令和６年11月
（秋期）

令和６年8月
（夏季）検査項目5月に実施した水質検査の

結果をお知らせします
　北海道企業局の工業用水は「北海道営工業用水道供給
規程」の中で「水素イオン濃度」「濁度」「水温」について基
準が定められています。３ヶ月に１度、水質検査を実施し、
水質をチェックしていますが、5月29日に実施した検査で
も、各地区・地域とも基準値として定めた水質を維持して
いることが確認されています。

　5月に実施した検査結果の詳細につい
ては下記の北海道企業局工業用水課HP
をご覧ください。
https://www.pref.hokkaido.lg.jp/kg/kgs/
226053.html

過去1年間の
検査結果


